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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

公 安 委 員 会 規 則

○鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（※） （交通規制課取扱い）１

鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年７月16日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

鹿児島県公安委員会規則第26号

鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

鹿児島県道路交通法施行細則（昭和53年鹿児島県公安委員会規則第16号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第４中

「
東九州自動車道 鹿屋市串良町細山田鹿屋串良ＪＣＴから霧島市隼人町住

を吉隼人東ＩＣまで
」

「
東九州自動車道 志布志市志布志町志布志志布志ＩＣから霧島市隼人町住

に 改 め吉隼人東ＩＣまで
」

る。

附 則

この規則は，令和３年７月17日から施行する。
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